
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人外国語大学（法人番号4012405001287）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立

大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公

共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数や教育・研究事業で比較的同等と認められる、

以下の法人を参考とした。

（１） 国立大学法人東京藝術大学 ・・・ 当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を

実施している。公表資料によれば、令和６年度の長の年間報酬等の総額は18,598千円、基本給月

額は968,000円であり、理事の年間報酬等の総額は13,588千円～13,723千円、基本給月額は

708,000円である。理事（非常勤）の年間報酬等の総額は2,760千円、監事（非常勤）の年間報酬等

の総額は650千円～910千円である。

（２） 事務次官年間報酬額 ・・・ 23,235千円

役員報酬は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、役員給
与規程に則り、本給（1,006,000円）に地域手当（150,900円）を加算して算出している。
6月と12月に支給する期末特別手当についても、役員給与規程に則り、期末特別手当
基準額（本給＋地域手当＋本給×100分の25＋本給及び地域手当の月額に100分の
20を乗じて得た額）に100分の175を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけ
るその者の在職期間に応じて割合を乗じて得た額としている。

なお、令和7年度では、①令和7年12月より本給月額の引き上げ(平均2.8％)、②期末

特別手当の支給率の引き上げ（0.05月分）を実施した。

役員報酬は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、役員給
与規程に則り、本給（736,000円～794,000円）に地域手当（110,400円～119,100円）を
加算して算出している。期末特別手当の取扱いは、法人の長と同じ内容となっている。

なお、令和7年度では、①令和7年12月より本給月額の引き上げ(平均2.8％)、②期末
特別手当の支給率の引き上げ（0.05月分）を実施した。

役員に支給する期末特別手当において、国立大学法人評価委員会等が行う業績評価の結果を勘
案し、その者の職務実績に応じて学長が定める額を増減できることとしている。

役員報酬支給基準は、役員給与規程に則り、月額35万円以内で決定する他、業
務量などを勘案の上、学長が別に報酬額を定めることとしている。令和7年度では、
非常勤理事は報酬を辞退しているため、当該年度の報酬額は0となっている。
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監事

監事（非常勤）

２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,668 11,856 5,788
1，778

245
（地域手当）
（通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

14,421 8,636 4,142
1,295

346
（地域手当）
（通勤手当） 3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

15,356 9,352 4,467
1,402

133
（地域手当）
（通勤手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

0 0 0
（ ）

4月1日

千円 千円 千円 千円

11,044 6,696 3,198
1,004

145
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0
（ ）

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：地域手当とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されている

ものである。

注３：「前職」欄の「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。

B監事
（非常勤）

C理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

A監事

法人の長

A理事

B理事

前職

役員報酬は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、役

員給与規程に則り、本給（568,000円）に地域手当（85,200円）を加算して算出して

いる。期末特別手当の取扱いは、法人の長と同じ内容となっている。

なお、令和7年度では、①令和7年12月より本給月額の引き上げ(平均2.8％)、②

期末特別手当の支給率の引き上げ（0.05月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、役員給与規程に則り、非常勤役員手当として月額

250，000円を支給している。
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

東京外国語大学は、「世界の言語とそれを基底とする文化一般を、理論と実際にわたり研

究・教授し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与え、言語を通して世界の諸地

域に関する理解を深めることを目的とする」を理念として掲げ、異文化間の相互理解に寄与

し、地球的課題に取り組むことのできる人材の養成を目指すとともに、世界の最先端の水準

をもつ研究成果を発信することを使命としており、「多様性を力に変え、多文化共生に寄与

する東京外国語大学」の実現に向けた取組みを学長のリーダーシップの下で推進している。
そうした中で、東京外国語大学の学長は、職員数約300名の法人の代表として、その業務

を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を
同時に担っている。

学長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額23,235千円と比べてもそれ以下となって
いる。

本学では、学長の報酬月額を国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定して
いるが、学長の職務内容は上記のとおり高度かつ多岐にわたるものであり、こうした職務内
容の特性等を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して法人の業務を掌理し、学長に事故が

あるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
本学では、理事の報酬月額を国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定して

おり、他の人文系単科大学の大学の理事の報酬水準と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の人文系単科大学等との比較を踏まえると、報酬水準は妥

当であると考えられる。

理事（非常勤）は、学長の定めるところにより、学長を補佐し、法人の業務（社会連携等）を

掌理している。

本学では、理事（非常勤）の報酬月額を国家公務員指定職俸給表の俸給月額を基準に、

業務量を勘案して決定している。

こうした職務内容の特性や、民間経験のある外部の有識者が就任していることを考慮すると、

報酬水準は妥当であると考えられる。

なお、非常勤理事Cは報酬を辞退しているため、当該年度の報酬額は0となっている。

監事は、国民の負託を受けた独立の機関として、国立大学法人の健全な発展に資する
ため、業務の適法性、有効性、効率性、経済性及び会計の適正性を担保するために業
務監査を行い、必要に応じて学長又は文部科学大臣へ意見を提出する。
監事の年間報酬額（10,000千円程度を想定）は、全国の国立大学法人等の常勤監事の
平均報酬水準（11,833千円（令和6年度））と比べてもそれ以下となっている。
職務内容の特性や他国立大学法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。

監事（非常勤）は、国民の負託を受けた独立の機関として、国立大学法人の健全な発展に資
するため、業務の適法性、有効性、効率性、経済性及び会計の適正性を担保するために業
務監査を行い、必要に応じて学長又は文部科学大臣へ意見を提出する。
監事（非常勤）の年間報酬額は、全国の国立大学法人等の常勤監事の平均報酬水準
（11,833千円（令和6年度））の４分の１程度であり、１時間あたりの単価も他の国立大学法人等
の常勤監事と同水準となっている。
こうした職務内容の特性や民間経験のある外部の有識者が就任していることを考慮すると、報
酬水準は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人との比較など

を考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

12,291
（46,707）

10
（37）

0
（0）

R7.3.31 －

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：法人の長については、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載するとともに、
括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって
当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

注：「前職」欄の「◇」は役員出向者（独立行政法人等役員となるために退職した者）であることを示す。

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

法人の長

理事

理事

【文部科学大臣の検証結果】

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当該法人の長である学長は、大学運営において、TUFSフィールドサイエンスコモンズ、次世代
日本語教育DXセンター等をはじめとした多数の新たな教育・研究組織の創設に積極的に取り
組み、本学の発展に寄与した。当該法人の長の業績勘案率については、これら担当業務に対
する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、
経営協議会の議を経て、1.0と決定した。

該当者なし

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

法人の長

理事

監事

役員に支給する期末特別手当において、国立大学法人評価委員会等が行う業績評価の

結果を勘案し、その者の職務実績に応じて学長が定める額を増減できることとしている。

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当

であると考える。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

職員の勤務成績や本学に対する貢献度、教育、研究、社会貢献等への功績を総合的に
評価し、職員の昇給、昇格、降格及び６月期と１２月期の勤勉手当の増額、減額を行って
いる。

また、平成27年4月1日より年俸制を導入し、適用を受ける職員に業績給を支給している。
業績給についても、勤務成績等を考慮して支給額への反映を行っている。

令和7年人事院勧告及び国家公務員の給与改定に準拠し、本学においても社会一般の
情勢との適合を図るため、①本給月額の引き上げ(平均3.3％)、②賞与の支給割合の引き
上げ（0.05月分）を令和8年1月30日から施行し、令和7年12月1日より適用した。なお、地
域手当の改定については、学内の財政状況を鑑み、令和7年度は据え置きとした。

国立大学法人東京外国語大学職員給与規程に則り、基本給、基本給調整額及び諸手

当（初任給調整手当、扶養手当、管理職手当、職務手当、職務附加手当、地域手当、住

居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、

入試手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（基本給＋基本給調整額＋扶養手当＋地域手

当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に100分の126.25を乗じ、さらに基準日以前６

箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋基本給調整額＋地域手当＋役職段

階別加算額＋管理職加算額）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める
割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割
合を乗じて得た額としている。

期末特別手当についても、期末特別手当基準額（本給＋地域手当＋本給×100分の25

＋本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額）に100分の175を乗じ、さらに

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて割合を乗じて得た額と

している。

当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員の

ほか、令和７年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該法人約

300人）・職種別平均支給額を参考にした。
（１） 国立大学法人東京藝術大学 ・・・ 当該法人は、人文系単科大学において類似す

る国立大学法人であり、法人規模についても同等となっている。
（２） 国家公務員・・・令和７年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の

平均給与月額は414,480円となっており、全職員の平均給与額は424,979円と
なっている。

（３） 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種の大学卒の
4月の平均支給額は事務課長538,706円、事務課長代理477,689円、事務係長
440,713円、事務主任385,258円、事務係員342,451円となっている。

当該法人の給与水準の決定については、国家公務員の給与水準及び他の国立大学法
人等の給与水準を参考にしつつ、中長期的な財政状況を踏まえて、 人件費予算の範囲
内で決定する。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

189 52 9,088 6,575 148 2,513
人 歳 千円 千円 千円 千円

80 44.9 7,004 5,083 147 1,921
人 歳 千円 千円 千円 千円

100 56.6 10,873 7,660 144 3,213
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 64.6 7,780 7,780 192 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.3 4,256 3,542 146 714
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 63.3 4,256 3,542 146 714
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注１：在外職員、任期付職員及び非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

注２：常勤職員の「教育職種（選択定年教員）」とは、賞与、諸手当の一部が支給されない64歳、65歳の教員をいう。

注３：常勤職員のその他医療職種（看護師）・指定職種については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する

情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

注４：「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」は、全区分について該当者がいないため欄を省略した。

区分

教育職種
（選択定年教員）

うち賞与

全常勤職員（令和８年４月１日時点）： 301人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）： 260 人

うち所定内平均年齢人員

その他医療職種
（看護師）

令和７年度の年間給与額（平均）

常勤職員

総額

事務・技術

教育職種
（大学教員）

指定職種

教育職種
（大学教員）

再雇用職員

事務・技術

6



② 職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

63 45.7 9,086 9,086 150 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

63 45.7 9,086 9,086 150 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

63 49 5,318 5,318 132 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 50.7 3,864 3,864 116 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 48.7 5,561 5,561 134 0

注１：在外職員、任期付職員及び再雇用職員については、該当者がいないため表を省略した。

注２：「事務・技術（特任職員）」とは、本学が認める特定のプロジェクト等において、当該事業にかかる管理・運営業務に、

     専属的に一定の期間従事する者をいう。

注３：「教育職種（特任教員等）」とは、本学が認める特定のプロジェクト等において、教育、研究に専属的に一定の期間

     従事する者をいう。

注４：常勤職員の教育職種（選択定年教員）については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する

情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。
注５：「指定職種」、「その他医療職種（看護師）」、「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」は、全区分に

  ついて該当者がいないため欄を省略した。

非常勤職員

事務・技術
（特任職員）

教育職種
（特任教員等）

事務・技術

平均年齢

常勤職員

教育職種
（選択定年教員）

人員

教育職種
（大学教員）

区分
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与
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③

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：事務・技術職の28～31歳の該当者は4人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与の第1・第3分位については表示していない。

 事務・技術職の56～59歳の該当者は4人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

年間給与の第1・第3分位については表示していない。

注３：教育職員（大学教員）の36～39歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

ことから、年間給与については表示していない。

注4：教育職員（大学教員）の40～43歳の該当者は2人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある

ことから、年間給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員、年俸制適
用者及び再雇用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2

11 53.7 9,003

17 53.5 7,428

27 45.8 6,728

2

21 31.4 5,143

（教育職員）

平均
人 歳 千円

73 58.9 11,333

25 50 9,340

2

平均年齢

 ～ 

7,569 ～ 6,107

分布状況を示すグループ

千円

5,733 ～ 4,438

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（最高～最低）

代表的職位

係長

人員
年間給与額

主任

係員

部長

課長

課長補佐 9,142 ～ 5,801

9,515 ～ 8,521

 ～ 

注：助手の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、最高給
与額、最低給与額、平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

注１：「課長」には、課長相当職である「室長」を、「係長」には、係長相当職である「専門職員」を含む。

注２：部長の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、最高給与
額、最低給与額、平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

注３：主任の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、最高給与
額、最低給与額、平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

助手  ～ 

千円

代表的職位

教授 13,762 ～ 9,953

准教授 10,817 ～ 8,630

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
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⑤

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.4 53.1 53.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.6 46.9 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 56.0 ～ 42.3 55.9 ～ 43.5 54.8 ～ 43.4

％ ％ ％

54.6 54.6 54.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.4 45.4 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 49.8 ～ 42.6 49.8 ～ 43.0 48.6 ～ 42.9

（教育職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

54.7 54.6 54.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.3 45.4 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 47.4 ～ 44.1 47.4 ～ 44.3 47.4 ～ 44.2

％ ％ ％

55.1 55 55.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.9 45 44.9

％ ％ ％

         最高～最低 49.8 ～ 35.9 49.8 ～ 35.4 49.8 ～ 35.7

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 100.7

注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和7年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との

給与水準（年額）の比較指標である。

４ モデル給与
（扶養親族がいない場合）

○事務職員

  ・２２歳（大卒初任給）

  月額 232,000円 年間給与 3,590,403円

  ・３５歳（係長）

  月額 346,840円 年間給与 5,855,524円

  ・５０歳（課長）

  月額 524,285円 年間給与 8,623,142円

○教員

  ・２７歳（助教、博士修了初任給）

  月額 336,900円 年間給与 5,272,370円

  ・３５歳（講師）

  月額 475,870円 年間給与 8,144,514円

  ・５０歳（教授）

  月額 650,785円 年間給与 11,289,488円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 3,000円（教授の場合は

 支給無し）、子1人につき11,500円）を支給

講ずる措置

・年齢・学歴勘案 89.9

・年齢勘案 92.2
・年齢・地域勘案 93.4

項目

給与水準の妥当性の
検証

-

内容

・年齢・地域・学歴勘案 92.5

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

引き続き国家公務員に準拠した給与制度を推進しながら給与水準の適正化を行
い、総人件費の抑制を図っていくとともに、適正な財政支出に努める。

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人 107.3

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 56.1％】
（国からの財政支出額 3,376,313円、支出予算の総額 6,021,651円：令和7年度予算）
【累積欠損額 0円(令和6年度決算) 】
【管理職の割合 16.3％（常勤職員数80名中13名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 87.5％（常勤職員数80名中70名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 59.3％】
（支出総額 4,433,909円、給与・報酬等支給総額 2,630,934円：令和6年度決算）

【検証結果】
支出予算の総額に占める国の財政支出の割合が50％以上であるが、累積欠損はなく、対国
家公務員指数及び参考指数（地域勘案、学歴勘案及び地域・学歴勘案）は全て100未満で
あることから、給与水準は適正であると考えられる。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給
与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と
比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果
たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25
年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与、他の国立大学法人の給与及び民間企業の従
業員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人
における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考え
る。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。
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５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他
特になし

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

退職手当支給額
302,197 125,289 281,321 140,328

516,936

非常勤役職員等給与
965,688 989,183 1,014,957 1,054,450

4,326,988 4,433,909 4,382,5504,155,805

491,453 495,125 506,697

最広義人件費

区 分

給与、報酬等支給総額
2,567,650 2,546,208 2,630,934 2,670,836

職員の勤務成績や本学に対する貢献度、教育、研究、社会貢献等への功績

を総合的に評価し、職員の昇給、昇格、降格及び６月期と１２月期の勤勉手当

の増額、減額を行っている。

また、平成27年4月1日より年俸制を導入し、適用を受ける職員に業績給を支

給している。業績給についても、勤務成績等を考慮して支給額への反映を行っ

ている。

①「給与、報酬等支給総額」については、前年度比、39,902千円の増となった。主な要因は人事院勧告に

基づく、賞与の支給率の引上げ及び基本給の増加分と考えられる。

②「最広義人件費」については、人事院勧告に基づく、賞与の支給率の引上げ及び基本給の増加があった

ものの、退職手当支給者が減った影響により、前年度比、51,359千円の減となった。

事務・技術職員の定年年齢は62歳である。事務・技術職員については、令和6年1月29日に定年年齢を60歳

から62歳に引き上げた。定年年齢の引上げに伴い、管理監督職の事務・技術職員については、60歳に到達

した年度の翌年度の4月1日から非管理監督職に降任する制度を設けているほか、職員の基本給について

61歳に到達する年度から7割水準 とすることとした。
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